
朝晩少し冷え込み、すっかり秋が感じられる様になりまし 
た。特に、朝は体が縮こまりがちです。体を温めるのに、 
今こそつま先立ち体操を！また、足元・周囲の危険予知を 
心掛けましょう！ 

入会勧奨の取組みのお願い 

６月に、未納会員の方への納付勧奨を行

いましたが、残念ながら９月 1 日付けで

38 人の会員が退会となってしまいまし

た。ついに、２３００人の大台を大きく割

り込み深刻な事態になっています。 

本年度、コロナの影響もあり、退会者数

が入会者数を１００名も上回っています。

このままでは益々仲間が減ってしまいま

す。そこで、皆さんのご努力により会員加

入の勧奨を行っていただきたく、この 10

月を入会強化月間とし、各地区での積極的

な加入勧奨への取組みをよろしくお願いい

たします。(現在２２１7 名) 

『会員さんをご紹介ください』 

会員数が減っております。お知り合いの方

等で、まだ、シルバー人材センターにご入会

していない方、６０歳以上の品川区内在住

で働く意欲のある方が居ましたら是非ご紹

介下さい。紹介していただいた方が会員登

録されましたら紹介者の会員さんは、1000

円のクオカードを差しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度の安全標語！最優秀作品 

テーマ②転倒事故防止 

『油断する 転倒一瞬 後悔一生』 

荏原地区  須田  周作 会員 

 

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ 

費 用  「２５００円」 

65歳以上の方(今年の 12/31までに 65歳に 

なられる方) 

接種できる期間:10月 1日～令和 3年 1月 31日 

接種方法 ９月末に対象者へ「高齢者インフル

エンザ予診票(３枚つづり)」が品川区より送付済

みです。必要事項を記入して接種する契約医療

機関にお持ちください。(混雑するので事前に医

療機関に電話してから受診して下さい)自己負担

は 2500円です。 

 

 

 

 

 

傷害・賠償事故が発生しています‼ 

再度、危険予知(予測)の実践で、くれぐ 

れも事故に遭わぬようご注意を！ 

9月のセンター通信では今年度の傷害事故は２

件と報告いたしました。その後傷害事故は発生し

ておりません。このまま、無事故で事故ゼロを目指

して行きましょう。但し、賠償事故が３件発生して

います。１１月は安全就業強化月間です。日頃か

ら、危険予知(予測)を実践し事故ゼロを目指しまし

ょう。 また、賠償事故では使用する洗剤を間違え

て使用し、床の模様を剥がしてしまったり、剪定作

業中に間違えてケーブルを切断する事故等が発

生しています。 傷害事故は、絶対に起こしてはな

りませんが、賠償事故も少し気をつければ防げた

ものです。周囲に気を配り事故を防ぎましょう。 



令和４年度の安全標語を募集！ 

1テーマ➀交通事故防止 

②転倒事故防止 

2申込み 11月 1日(月)～１１月末まで 

※テーマごとに一人一点まで 

※各事務所までご提出下さい。(郵送も可) 

テーマごとに優秀作品には、記念品と賞状

を進呈します。 

 問合せ 本部・鈴木℡3450-0711 

140-0001品川区北品川 3-11-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡掲示板 

自転車(賠償責任)保険加入について 

何回かご案内していますが、自転車

を運転する方は、自転車(賠償責任)保

険の加入が義務化されています。 

まだ、保険に入っていない方は、各

事務所(大井作業所は除く)に東京し

ごと財団推奨の「サイクル安心保

険」の加入用紙が置いてありますの

で、ご活用ください。 

加入前には「個人賠償責任保険」が付

帯されている保険・共済に加入済みか

もしれませんので重複加入なきよう確

認をお勧めします。 

 

ご存知ですか？ 配分金のこと 

配分金には消費税が含まれています。 

本来、会員が受け取った配分金に係

る消費税は税務署に申告する必要があ

りますが、消費税法上、課税売上として

の受取金額が、年間 1 千万円以下とな

るため、免税業者として扱われ、申告す

る必要がないものとされています。 

令和元年１０月の消費税引上げによ

り消費税が８％から１０％になりまし

た。そのため、お気付きとは思いますが

会員の受け取る配分金等についても消

費税２％分が上乗せされ配分金額が増

額となっています。 

一方、来る令和５年１０月から消費

税に適格請求書保存方式（インボイス

制度）の導入が予定されています。これ

により会員が受け取る配分金に係る消

費税の扱いが変わる可能性が大です。

現時点では不明な部分があるため、今

後改めて説明してまいります。 

 

 

 

 

就業相談 

11月 11日（木）午後１時～午後４時 

本部と荏原支部で理事が相談をお受けし

ます。 

 

10月分の就業報告書提出締切日 

11月 2日（火）厳守 

配分金振込日    11月 12日(金) 

派遣会員給与振込日 11月 25日（木） 

 

１０月分の配分金は 11/12に振り込み

ます。11/3(祝日)のため計算日があまり

ありません。就業報告書の早めの提出

をお願い致します。 

 

10月 27日（水）スマホ教室開催 

先日、センターから送付した SMS(ｼｮｰﾄﾒｯｾｰ

ｼﾞｻｰﾋﾞｽ)の見方や電話帳登録が不明等、簡単

な操作のみの教室。各回 1名での受付となり

ます。10/18(月)9時から受付(本部で実施) 

①13：30～14：30②14：30～15：30 

③15：30～16：30  

連絡先 3450-0711 荒木まで 

     


